
開所日月曜～土曜日（祝日、年末年始を除く）
場所わくわく健康プラザ ２階（滝山 ４－ ３－１４）
電話番号
こども政策係（利用者支援員相談）☎０４２・４２０・６７４１
こども支援係（子育て総合相談）☎０４２・４７１・０９１０
母子支援係☎０４２・４２０・６７４２
滝山ひろば☎０４２・４２０・６７４３

　市では、妊産婦とこどもと家庭に関する総合的な
支援を行う施設として、わくわく健康プラザ２階に
「こども家庭センター」を設置し、４月１日㈪から業
務を開始します。
　こどもや子育てのことで「困ったな」と思ったら、
気軽に相談したり、遊びに来てください。

相談の
　 様子

４ 月 １ 日スタート！４月 １日スタート！
こども家庭センターこども家庭センター
４月 １日スタート！４月 １日スタート！
こども家庭センターこども家庭センター
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・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給について… 3面

・国登録有形文化財「村野家住宅（顧想園）」特別見学会などのご案内… 4面

・お住まいの耐震性について相談を受け付けます… 6面

・ 6年度お子さんの予防接種…………………………10面
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毎月１日・１５日発行

「子ども家庭支援センター」は「こども家庭センター」に変わります
　こども家庭センターでは、こ
れまで「子ども家庭支援センタ
ー」が担ってきたこどもと子育
て家庭に関する総合的な支援に
加え、妊産婦や乳幼児への支援
やこども・子育て政策等の計画
・運営を担うことで、より一体
的な切れ目のない支援が可能に
なります。
※�「地域子ども家庭支援センタ
ー上の原」は「地域子育てひろ
ば上の原」へ名称を変更しま
す。開館時間や事業内容に変
更はありません。

施 設 紹 介施 設 紹 介 　こども家庭センターでは、こどもに関する講座やイベントを開催しています。イベ
ントの詳細は ２面をご覧ください。

図　「こども家庭センター」設置に伴う組織改正

サポートプランの作成・運用、関係機関との連携三係共通業務

支援を要する妊産婦・乳幼児の相談・
支援　など母子支援係

子育て相談・子育てに関する情報提供、
児童虐待防止、ひろばの運営　などこども支援係

センターの庶務、こども・子育ての包括的な
計画の企画・調整　などこども政策係

こども家庭センター新設

４月１日から

母子保健に関すること健康課
保健サービス係

子育て相談・子育てに関する
情報提供、児童虐待防止　など

児童青少年課
子ども家庭支援センター

こども・子育ての包括的な
計画の企画・調整　など

子育て支援課
子ども政策担当

子ども家庭支援センターの機能はこの部分のみ

３月３１日まで

一部
移管

移管
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　新しくできた事務室では、以下の相談を受け付けています。
■子育て総合相談
　こども（おおむね ０～１８歳）や妊産婦、その他ご家族が抱え
る気になることや困っていること、心配なことについて連絡
してください。一緒に考えましょう。お子さん本人からの相
談も受け付けます。
相談時間月曜～土曜日午前 ９時～午後 ４時半
■利用者支援員相談
　保育所や幼稚園などの施設や地域の子育て支援事業等につ
いて、利用者支援員がご案内します。
相談時間月曜～金曜日午前 ８時半～１１時半、午後 １時～午後
４時半

事務室事務室

滝山ひろば滝山ひろば

■地域活動室
　子育てグループや、子育てグループを作ろ
うとされている方、地域で子育てボランティ
アをされている方が利用できます。利用の申
し込みは滝山ひろばで行います。
利用時間月曜～土曜日午前 ９時～正午、午後
１時半～ ４時半

■交流スペース
　主に ０～ ３歳くらいのこどもと保護者等が、
自由に遊んだり、おしゃべりできるスペース
です。子育て仲間をつくったり、子育ての悩
み、心配なことを聞き合ったり、話し合った
りしましょう。赤ちゃんのスペースもありま
す。
利用時間月曜～土曜日午前１０時～午後 ４時半

■くつろぎスペース（食事室・主に ０〜 ３歳）
　親子でおやつを食べたり、子育て仲間と一
緒にお弁当を食べたりできるスペースです。
利用時間月曜～土曜日午前１０時～午後 ４時半



　市では、６年２月に次の４つの計画を策定しました。各計画は
市政情報コーナー、中央・滝山・東部・ひばりが丘の各図書館、
各担当課、市nでご覧いただけます。

市の計画を策定しました

　本計画は、障害・介護事業者からのご意見を踏まえ、庁内関係部署に
よる委員会で協議・検討を行い、パブリックコメントを実施し、策定し
ました。

■計画の趣旨
　災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害のある方などを避
難行動要支援者といい、本計画はこうした方々の避難支援体制の整備を
図り、安全・安心な地域づくりを強化するため、避難行動要支援者の避
難支援等について、基本的な方針や進め方等の必要な事項を定めたもの
です。今後は、本計画に基づき将来起こり得る大規模自然災害へ備え、
地域における避難支援体制の整備を図り、誰もがあんしんして暮らせる
まちづくりを進めてまいります。
計画の期間 ６ 年 ２ 月から

東久留米市避難行動要支援者
避難支援計画

l防災防犯課（市役所 ２階）☎０４２・４７０・７７６９ 市n

　本計画は、市民の皆さんに対する意識調査や当事者団体、障害福祉事
業者に対するヒアリング調査、パブリックコメントの結果および東久留
米市地域自立支援協議会における協議内容を踏まえ、検討を行った上で
策定しました。

東久留米市第７期障害福祉計画
・第３期障害児福祉計画

市nl障害福祉課（市役所 １階）☎０４２・４７０・７７４７

■計画の趣旨
　障害福祉計画および障害児福祉計画は、それぞれ障害者総合支援法、
児童福祉法に基づき策定するもので、障害福祉サービス等の提供体制の
確保が総合的かつ計画的に図られることを目的とし、計画期間内におけ
る各種サービスについての見込み値を設定するとともに、目標と取り組
む施策を定めています。
計画の期間 ６ 年度～ ８年度

　本計画は、１０歳以上の市民の方々を対象とした「健康に関するアンケ
ート」の結果を踏まえ、庁内関係部署による会議および地域関係者を委
員とした東久留米市自殺対策推進協議会による協議・検討を行い、パブ
リックコメントを実施し策定しました。

東久留米市自殺対策計画（第２次）

l健康課（わくわく健康プラザ内）☎０４２・４７７・００２２
市n

■計画の趣旨
　本計画は、自殺対策基本法に基づき策定したもので、基本理念を「み
んなでこころ支えあう　心地よいまち」とし、市職員や関係機関を含む
市民みんなで取り組むこととしています。「自殺対策総合施策」として自
殺対策におけるネットワークづくりや人材育成等、「分野別施策」として
庁内関係各課で実施している周知・啓発、居場所づくり、相談・支援に
取り組んでいきます。今回、新たに分野別施策に「女性」を位置付けてい
ます。
計画の期間 ６ 年度～１０年度

lデータヘルス計画について＝保険年金課（市役所 １ 階）
☎０４２・４７０・７７３３、特定健康診査等実施計画について＝健
康課（わくわく健康プラザ内）☎０４２・４７７・００１３

市n

　本計画は、パブリックコメントの結果および東久留米市国民健康保険
運営協議会における協議内容を踏まえ、検討を行った上で策定しました。

東久留米市第３期データヘルス計画
・第４期特定健康診査等実施計画

■計画の趣旨
　データヘルス計画は、平成２７年の国民健康保険法等改正で保険者によ
る個々の加入者の自主的な取り組みへの支援が法律に位置づけられたこ
とにより策定するもので、保健事業をPDCAサイクルで効果的・効率的
に実施するために事業の目的、目標および実施内容を定めています。
　特定健康診査等実施計画は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づ
き策定するもので、特定健康診査および特定保健指導の実施に関する基
本的な事項やその成果目標に関する基本的な事項を定めています。
計画の期間 ６ 年度～１１年度
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こども家庭センターなどで行うイベント紹介こども家庭センターなどで行うイベント紹介

■わくわく赤ちゃん広場
ae ４ 月１０日㈬が「ねんねの会」０
～ ６カ月児と保護者、２４日㈬が「は
いはいの会」７～１２カ月児と保護
者、いずれも午前１０時～１１時半c
親子の触れ合い遊び、体重測定、
情報交換f各１０組dねんねの会は
助産師、はいはいの会は栄養士h
バスタオルjきょうだいの保育あ
り（先着各 ３人）k ４ 月 ３ 日㈬午前
１０時から電話または同センターで

■本村小なかよし広場
a ４ 月１２日㈮午前１０時～１１時半b
本村小学校相談室cお子さんと遊
びながら育児の情報交換e乳幼児
と保護者i徒歩か自転車で来場を
k当日会場で

■わくわくおはなし広場
a ４ 月２３日㈫午前１１時～１１時２０分
b同センター地域活動室c乳幼児
向けの絵本の読み聞かせ、ペープ
サート・手遊びや親子の触れ合い
遊びe ０ 歳～未就学児と保護者f
１０組k ４ 月 ９ 日㈫午前１０時から電
話または同センターで

■おはなし広場
a ４ 月１５日㈪午前１１時～１１時半cボランティア
による読み聞かせや手遊びなどe １ 歳以上の乳
幼児と保護者f１０組k ４ 月 ８ 日㈪午前１０時から
電話または同ひろば上の原で

こども家庭センター（滝山ひろば）こども家庭センター（滝山ひろば）
わくわく健康プラザ ２階　☎０４２・４２０・６７４３ 上の原 １− ２−４４　☎０４２・４２０・９０１１

地域子育てひろば上の原地域子育てひろば上の原

（ １面から続く）
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール



電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の
支給について

◆均等割のみ課税世帯給付分・こども加算給付分
　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が
大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、 １世帯あたり１０万円を支給します。（ １
世帯 １ 回限り）。また、「１０万円給付金の受給世帯」および「 ７ 万円給付金を受給す
る非課税世帯（家計急変世帯を除く）」に対し、児童 １人当たり ５万円を支給します。
　申請書の入手方法など、詳細は市nをご覧いただくか、コールセンターまでお
問い合わせください。
　※この給付金は、法令により非課税及び差押禁止の取り扱いになります。
　※この給付金を装った詐欺にご注意ください。

■配偶者からの暴力（ＤＶ）等により避難している方へ
　配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難している方
で、事情により ５年１２月 １ 日以前に東久留米市に住民票を移す
ことができなかった方についても受給できる場合がありますの
で、コールセンターまたは申請・相談受付窓口などへご相談く
ださい。

■申請受付期間

　申請書を市に提出後、審査を経て支給となる場合は、振込日を記載し
た決定通知書を送付します。
■郵送の場合の送付先
〒２０３－８５５５、東久留米市本町 ３－ ３－ １、重点支援給付金担当宛て

６ 月２８日㈮まで（必着）
■申請・相談受付窓口の開設
a ４ 月 １ 日㈪～３０日㈫
b市役所 １階南出入口横特設ブース
i▼窓口は ４月３０日㈫までの開設です。 ５月 １日㈬以降はコールセンタ
ーにお問い合わせください▼ ５月 １日㈬以降申請書を直接提出する場合
などは、コールセンターに事前に連絡の上、福祉総務課窓口（市役所 １階）
へお越しください

共通事項

l市重点支援給付金コールセンター
☎０４２・４７０・７８6３
（土曜・日曜日、祝日を除く午前 ８
時半～午後 ５時１５分）

均等割のみ課税世帯給付分（１０万円給付金）
支給対象世帯令和 ５年度住民税均等割のみ課税
世帯（基準日〈 ５ 年１２月 １ 日〉時点で、世帯全員
の住民税所得割が非課税で、うち少なくとも １
人が住民税均等割のみ課税の世帯）
　※次に当てはまる場合は支給対象外です。
　・�世帯全員が、住民税が課税されている他の
親族等の扶養を受けている場合

　・�租税条約による住民税の
免除を届け出ている方が
いる場合

支給金額 １ 世帯１０万円
申請方法右表参照
　※�同意書および申請書は、

４月中旬発送予定です。

表　住民税均等割のみ課税世帯給付分（１０万円給付金）申請方法

対象世帯 申請方法 こども加算給付分も
対象の場合

市から「電力・ガス・食料品等
価格高騰重点支援給付金（均等
割のみ課税世帯給付分・こども
加算給付分）の支給について（同
意書）」が届いた世帯

申請不要
同意書の内容をご確認いただき、確認期間経過後に振り込まれます。こ
ども加算給付分も対象の場合、同意書に支給額・対象児童数が記載され
ていますのでご確認ください。

市から「電力・ガス・食料品等
価格高騰重点支援給付金（均等
割のみ課税世帯給付兼こども加
算給付分）申請書（請求書）」（申
請書）が届いた世帯

申請書などを
返信用封筒で
郵送またはオ
ンライン申請

対象要件に合致していることをご確認いただ
き、給付対象となる場合のみ、申請書や必要書
類などを同封の返信用封筒により提出、または
申請書記載のURL・二次元コードからオンライ
ン申請してください。

「申請書」の「３.こども
加算給付申請児童等」
「４.こども加算給付申
請額・請求額」にも記
入・入力の上、申請し
てください。

５年１月２日以降の転入者を含
むなど、５年度市民税の情報が
市で確認できない世帯

申請書などを
入手の上、窓
口または郵送
で提出

申請書を入手し、必要事項を記入の上、必要資
料を揃えて、申請・相談受付窓口（市役所１階
南出入口横特設ブース）などにご提出いただく
か、送付先へお送りください。

市n
（均等割のみ課
税世帯給付分）

こども加算給付分
支給対象次の①または②に該当する世帯で、 ５年１２月 １ 日時点で平成１７
年 ４ 月 ２ 日以降に生まれた児童が同一世帯にいる世帯
　①�７ 万円給付金を受給する住民税非課税世帯（家計急変世帯を除く）
　②１０万円給付金を受給する住民税均等割のみ課税世帯
　※�５ 年１２月 ２ 日～ 6年 6月２８日に生まれた新生児や、
別居しているものの生計が同一である児童がいる場
合についても対象となります。申請方法等の詳細は
コールセンターにお問い合わせください。

支給金額対象児童 １人につき ５万円

申請方法
① ７万円給付金を受給する住民税非課税世帯（家計急変世帯を除く）
申請不要。 ７万円給付金支給後、対象世帯には支給額・対象児童数・支
給時期などを記載した「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（こ
ども加算給付分）の支給のご案内」を ４月中旬から順次発送します。送付
後、 ７万円給付金の振込先口座に振り込まれます。
②１０万円給付金を受給する住民税均等割のみ課税世帯
１０万円給付金の申請時に合わせて申請してください。同意書が届いた世
帯は支給額などを確認してください（上表参照）。原則として、１０万円給
付金と同時に振り込まれます。

市n
（こども加算
給付分）

市n
（追加給付分）

◆追加給付分（ ７万円給付金・住民税非課税世帯等対象）
※�同意書を送付された方や既に申請いただいた方には、
２月下旬から順次給付を行っています。申請後、一定
期間経過しても振り込まれていない場合はコールセン
ターにお問い合わせください。

申請書の提出期限は ４ 月３０日㈫（必着）です
　期限を過ぎますと給付金を受給できなくなりますので、対象となる世
帯でまだ提出されていない場合は忘れずに提出してください。
　支給対象世帯・申請などの詳細は市nをご覧ください。
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　春の全国交通安全運動が ４ 月 ６ 日㈯～１５日㈪の１０日間、「世界一の交通
安全都市TOKYOを目指して」をスローガンに実施されます。

春の全国交通安全運動春の全国交通安全運動
l田無警察署☎０４２・４６７・０１１０　
　市管理課管理調整担当☎０４２・４７０・７７６４

国登録有形文化財

「村野家住宅（顧想園）」特別見学会などのご案内
◎村野家住宅（顧想園）特別見学会
　市内で唯一の茅

かや

葺
ぶき

民家「村野家住宅」を特別公開します。
　「村野家住宅」は江戸
時代から明治期にかけ
ての景観が残る柳窪に
あり、平成２３年に、主

しゅ

屋
おく

・離れ・土蔵 ３ 棟・
薬
やく

医
い

門
もん

・中
ちゅうじゃくもん

雀門の ７ 棟
の建造物が国の登録有
形文化財となっていま
す。同住宅は個人住宅
のため普段は見学ができませんので、この機会にご覧ください。
　また、令和 ５ 年 ８ 月３１日に新たに市の有形文化財に指定された河

かわ

鍋
なべ

暁
きょう

雲
うん

作「七福神遊宴の図」（通常は非公開）もご覧いただけます。

河鍋暁雲作「七福神遊宴の図」

a① ４ 月２３日㈫、② ５ 月１９日㈰、③ ６ 月 １ 日㈯いずれも午前１０時～１１時半
と午後 １ 時～ ２ 時半の ２ 回
b集合場所＝「村野家住宅」前（柳窪 ４ −１５−４１、西武バス「柳窪一丁目」バ
ス停から徒歩１１分）
f各回先着５０人
g７００円（資料代・保険代・茶菓代・維持協力費）
j▼主催＝株式会社兼七▼後援＝東久留米市

k①は ４ 月１２日㈮、②は ５ 月 ２ 日㈭、③は ５ 月１６日㈭までに（いずれも必
着）、往復はがきに参加希望日と午前・午後の希望（第 ３ 希望まで記入可）
・氏名（同伴 ２ 人まで連記可）・住所・電話番号・返信用の宛名を記入の上、
〒１８７−００４１、小平市美園町 １ − ６ − １ −２０７、株式会社兼七内「村野家住
宅特別見学会係」宛て郵送をl株式会社兼七「村野家住宅特別見学会係」☎
０４２・３４４・６７３５または市郷土資料室☎０４２・４７２・００５１

◎柳窪見学会２０２４春
　東久留米市柳窪は、武蔵野の面影濃い地域です。
江戸から明治へと時を経て語りかけるたたずまいが
現存し、小平霊園内のさいかち窪を水源地とする黒
目川散策、国の登録有形文化財「村野家住宅（顧想
園）」や地元の名産「柳久保小麦畑」など見逃せない景
観と出会えます。
a ４ 月２７日㈯午前 ９ 時半からと午後 １ 時からの ２ 回
　※見学時間は、いずれも約 ２ 時間半。小雨決行。
b集合場所＝西武バス「柳窪一丁目」バス停から南へ８０メートル先の「西団
地南」交差点・セブンイレブン柳窪 １ 丁目店駐車場
f各回３０人（応募多数の場合は抽選）
g６００円（資料・保険代など）
i駐車場はありませんので、公共交通機関で来場を
j▼主催＝NPO法人東久留米の水と景観を守る会▼後援＝東久留米市
k ４ 月１３日㈯までに（必着）、はがき（〒２０３−００２３、南沢 １ − ５ −１３−００２、
武石百合子宛て郵送）またはm（mizu.ke ikan@gmai l .
com）に必要事項を記入の上、申し込みを▼必要事項＝氏
名（同伴 ２ 人まで連記可）、申込者全員の郵便番号、住所、
電話番号（お持ちの方は携帯電話）、午前・午後の希望
l東久留米の水と景観を守る会・武石☎０４２・４７２・０３４２ま
たは同会・鈴木☎０９０・２２１０・５３０５

表　出展者一覧
ワークショップ／物販 キッチンカー

屋号 内容 屋号 内容

いろのわ サンキャッチャーなど フクシマ商店 イタリアごはん、ポター
ジュ、プリン

le petit chateau リボンのワークショップ NOWEAT ホットドッグ
食品サンプル教室やみい 食品サンプル 龍美屋 たこ焼き

ひろばcafé おもちゃの銃を使った
射的ゲーム オッタントットダイナ− イタリアン弁当

moani smile garage ハワイアンアロマ、
LEDキャンドル 中華すこやか 弁当、餃子

耳つぼlove_eggs 耳つぼ レインボークレープ クレープ

calme ドライフラワーブーケ
作り Twinkle★JackTokyo アイスクリーム

petit tresor カスタムボールペンなど ３７３deli 韓国料理
roko.motion 布小物、手編み小物

※出店内容は予告なく変更となる場合があります

だがしや　かなん 駄菓子

Mermaid.sb 布小物、樹脂アクセサ
リーなど

HARU＋Life Jewelry アクセサリ、布ぞうり
haretane＊ 布小物

　現在、市で進めている公園のあり方検討の一環として市民協働や民間活
力の導入など、新しい時代の公園のあり方を市民や民間事業者の皆さんに
広くご理解いただくことを目的として、上の原東公園でマルシェを開催し
ます。
a ４ 月２８日㈰午前１０時～午後 ３ 時（雨天・荒天の場合、中止）
b上の原東公園（上の
原 ２ − ３ ）
出展者一覧の通りi来
客用駐車場がありませ
んので、自転車、徒歩
または公共交通機関で
ご来場くださいl環境
政策課緑と公園係☎
０４２・４７０・７７５３

◎運動の重点
①こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実
践②歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行③自転
車・電動キックボード等の利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
④二輪車の交通事故防止
　市内でも期間中は、東久留米市交通安全協会を中心に交差点での安全
指導を行います。

◎ ４月１０日は「交通事故死ゼロを目指す日」です
　記録の残る昭和４３年以降、国内で交通事故による犠牲者が無い日は １
日もありません。交通事故を未然に防ぐためには、交通ルールを守り、
交通マナーを実践することが不可欠で
す。今後も一人ひとりが交通安全に対
する意識を持って、交通事故死ゼロを
目指していきましょう。

◎運転者講習会
　春の全国交通安全運動期間中に、田
無警察署員による運転者講習会を開催
します。ぜひご参加ください。
a ４ 月 ９ 日㈫午後 ６ 時半～ ８ 時
b東久留米市役所 ７ 階７０１会議室
c田無警察署員による講話、DVD放
映。運転者講習カードをお持ちの方は
持参してください。参加された方には
交通安全グッズを差し上げます

上の原東公園

東久留米市パークマルシェ東久留米市パークマルシェ
in 上の原東公園in 上の原東公園

同会m

村野家住宅「主屋」

黒目川

同運動のポスターコンクール受賞作品
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール



市

民

生

活

市
税
な
ど
の
納
め
忘
れ

は
あ
り
ま
せ
ん
か

　
５
年
度
の
市
税
な
ど（
市
民

税
・
都
民
税〈
普
通
徴
収
〉、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
国

民
健
康
保
険
税
、
軽
自
動
車
税

〈
種
別
割
〉、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
、
介
護
保
険
料
）の
納

期
限
が
過
ぎ
ま
し
た
。

　
納
期
限
ま
で
に
市
税
な
ど
を

完
納
し
て
い
な
い
と
、
延
滞
金

が
加
算
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

財
産
が
差
し
押
さ
え
に
な
る
場

合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

◎
納
付
に
お
困
り
の
と
き
は

　
病
気
・
事
故
・
災
害
な
ど
、

や
む
を
得
な
い
事
情
で
納
付
が

困
難
な
場
合
に
は
、
で
き
る
だ

け
早
め
に
納
税
課（
市
役
所
２

階
）に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
納
め
忘
れ
を
防
ぐ
た
め
に
口

座
振
替
が
便
利
で
す

　
市
役
所
の
窓
口（
納
税
課
・

保
険
年
金
課
・
介
護
福
祉
課
）

で
は
、
銀
行
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ

ー
ド
を
使
っ
て
申
し
込
み
が
で

き
る「P

ペ

イ

ジ

ー

ay

−easy

口
座
振
替

受
付
サ
ー
ビ
ス
」を
実
施
し
て

い
ま
す（
申
し
込
み
時
に
金
融

機
関
へ
の
届
出
印
、
通
帳
は
不

要
で
す
）。
ま
た
、「
口
座
振
替

依
頼
書
」に
よ
る
お
申
し
込
み

は
、
ご
連
絡
を
い
た
だ
け
れ
ば

ご
自
宅
に
申
請
書
を
送
付
い
た

し
ま
す
。

　
市
税
な
ど
の
納
付
に
は
、
納

付
の
手
間
や
納
め
忘
れ
が
な
い
、

便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
を
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

l
納
税
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７

７
２
９

こ
ど
も

と
教
育

児
童
扶
養
手
当
・
特
別

児
童
扶
養
手
当
の
改
定

　
６
年
４
月
分
か
ら
次
の
通
り

改
定
さ
れ
ま
し
た
。

◎
児
童
扶
養
手
当（
月
額
）

本
体
額
▼
全
部
支
給
＝
４
万
４

１
４
０
円
→
４
万
５
５
０
０
円

▼
一
部
支
給
＝
４
万
４
１
３
０

円
～
１
万
４
１
０
円
→
４
万
５

４
９
０
円
～
１
万
７
４
０
円

第
２
子
加
算
額
▼
全
部
支
給
＝

１
万
４
２
０
円
→
１
万
７
５
０

円
▼
一
部
支
給
＝
１
万
４
１
０

円
～
５
２
１
０
円
→
１
万
７
４

０
円
～
５
３
８
０
円

第
３
子
以
降
加
算
額
▼
全
部
支

給
＝
６
２
５
０
円
→
６
４
５
０

円
▼
一
部
支
給
＝
６
２
４
０
円

～
３
１
３
０
円
→
６
４
４
０
円

～
３
２
３
０
円

　
※
５
月
期
支
払
い
分（
３
月

～
４
月
分
）は
、
３
月
分
が
改

定
前
、
４
月
分
が
改
定
後
の
金

額
と
な
り
ま
す
。

◎
特
別
児
童
扶
養
手
当（
月
額
）

▼
１
級
＝
５
万
３
７
０
０
円
→

５
万
５
３
５
０
円
▼
２
級
＝
３

万
５
７
６
０
円
→
３
万
６
８
６

０
円

　
※
８
月
期
支
払
い
分（
４
月

～
７
月
分
）か
ら
改
定
後
の
手

当
額
と
な
り
ま
す
。

l
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
６

特
別
児
童
扶
養
手
当
を�

振
り
込
み
ま
す

　
５
年
１２
月
～
６
年
３
月
分
の

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
４
月
１１

日
㈭
に
指
定
預
金
口
座
に
振
り

込
み
ま
す
。
利
用
金
融
機
関
に

よ
っ
て
は
入
金
が
遅
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

i
今
回
の
振
り
込
み
は
、
改
定

前
の
金
額
で
す

l
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
６

就
学
援
助
の
申
請

　
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な

ど
に
よ
っ
て
、
公
立
小
・
中
学

校
の
教
育
費
が
大
き
な
負
担
と

な
っ
て
い
る
家
庭
に
対
し
て
、

費
用
の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま

す
。

e
お
子
さ
ん
と
生
計
を
一
に
す

る
方
全
員
が
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
て
い
る
家
庭

①
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃

止
を
受
け
た
方（
認
定
基
準
を

上
回
る
収
入
が
あ
る
場
合
や
転

出
の
場
合
を
除
く
）②
市
民
税
、

個
人
事
業
税
、
固
定
資
産
税
、

国
民
健
康
保
険
税
、
国
民
年
金

の
掛
金
な
ど
の
減
免
を
受
け
た

方
③
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を

受
け
て
い
る
方
④
生
活
保
護
基

準
に
準
ず
る
世
帯（
準
要
保
護
）

で
、
生
計
を
一
に
す
る
全
員
の

５
年
分
の
総
収
入
が
認
定
基
準

以
下
の
方

j
認
定
基
準
な
ど
の
詳
細
は
、

４
月
上
旬
に
学
校
で
児
童
・
生

徒
を
通
じ
て
配
布
す
る「
就
学

援
助
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い

申
請
受
付
期
間
４
月
１５
日
㈪
～

１９
日
㈮
、
い
ず
れ
も
午
前
９
時

～
正
午
、
午
後
１
時
～
５
時

　
※
１７
日
㈬
は
午
後
７
時
ま
で

受
付
会
場
市
役
所
６
階
６
０
２

会
議
室

l
学
務
課
学
事
係
☎
０４２
・
４
７

０
・
７
７
７
９

東
京
都
子
育
て
支
援
員

研
修
受
講
生
募
集

　
保
育
や
子
育
て
支
援
分
野
に

従
事
す
る
上
で
必
要
な
知
識
や

技
能
な
ど
を
有
す
る「
子
育
て

支
援
員
」の
養
成
研
修（
第
１

期
）で
す
。
今
回
は
地
域
保
育

コ
ー
ス
で
す
。

a
６
月
頃
か
ら
順
次
研
修
開
始

b
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
ま
た
は
新

宿
な
ど

e
都
内
在
住
ま
た
は
在
勤
で
、

今
後
子
育
て
支
援
員
と
し
て
就

業
す
る
意
欲
の
あ
る
方

j
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
日
程
な
ど
、

研
修
の
詳
細
は
、
募
集
要
項
ま

た
は
申
し
込
み
先
の
n
を
ご
確

認
く
だ
さ
い

k
４
月
１
日
㈪
～
１５
日
㈪
に

（
消
印
有
効
）、
都
福
祉
保
健
財

団
n
ま
た
は

申
込
書（
市

区
町
村
窓
口

ま
た
は
同
財

団
n
か
ら
入

手
可
）を
同

財
団
宛
て
郵

送（
簡
易
書
留
）を

l
▼
研
修
に
関
す
る
こ
と
＝
都

福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部

企
画
課
☎
０３
・
５
３
２
０
・
４

１
２
１
▼
申
し
込
み
に
関
す
る

こ
と
＝
都
福
祉
保
健
財
団
☎
０３

・
３
３
４
４
・
８
５
３
３

学
生
納
付
特
例 

制

度

の

申

請

　
日
本
国
内
に
お
住
ま
い
で

２０
歳
以
上
の
方（
厚
生
年
金

な
ど
他
の
年
金
制
度
加
入
者

は
除
く
）は
国
民
年
金
に
加

入
し
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
２０
歳
に
な
る
と
国
民
年

金
の
納
付
書
が
送
付
さ
れ
ま
す

が
、
前
年
所
得
が
基
準
以
下
で

納
付
が
困
難
な
学
生
に
は
納
付

が
猶
予
さ
れ
る「
学
生
納
付
特

例
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
を
申
請
す
る
と
、

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
た

め
に
必
要
な
期
間（
受
給
資
格

期
間
）に
学
生
納
付
特
例
の
承

認
さ
れ
た
期
間
が
算
入
さ
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
年
金
額
の
計
算

の
対
象
と
な
る
期
間
に
は
含
ま

れ
な
い
た
め
、
将
来
受
け
取
る

年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
１０
年
以
内
で
あ

れ
ば
猶
予
し
た
期
間
を
後
か
ら

追
納
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年

度
か
ら
３
年
度
目
以
降
に
追
納

す
る
場
合
は
、
当
時
の
保
険
料

に
一
定
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
）。

e
大
学（
大
学
院
）・
短
大
・
高

等
学
校
・
高
等
専
門
学
校
・
専

修
学
校
等
に
在
籍
す
る
学
生
で

前
年
所
得
が
基
準
以
下
の
方

k
学
生
証
ま
た
は
在
籍
期
間

が
確
認
で
き
る
在
学
証
明
書

を
ご
用
意
の
上
、
保
険
年
金

課（
市
役
所
１
階
）、
お
近
く

の
年
金
事
務
所
ま
た
は
学
校

（
代
行
事
務
の
指
定
を
受
け

て
い
る
場
合
の
み
）な
ど
で

申
請
を
。「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
」か
ら
の
電
子
申
請
も
利

用
で
き
ま
す

l
武
蔵
野
年
金
事
務
所
☎
０

４
２
２
・
５
６
・
１
４
１
１

国
民
年
金

だ
よ
り

　市内に住所があり、勤務先の健康保険などに未加入の方は、国民健康
保険に必ず加入することになります。会社などを退職し勤務先の健康保
険を脱退したとき、または会社などに就職して勤務先の健康保険に加入
したときには、国民健康保険の加入・脱退の手続きが必要です。１４日以
内に忘れずに手続きをしてください。
　※各手続きに必要な書類などは、右下表や市nを参照してください。
◎勤務先の健康保険に入れませんか
　会社、工場などの法人や従業員が
５人以上の個人事業所に勤務してい
る方とその家族は、一部業種を除き
勤務先の健康保険や厚生年金への加
入が法律で義務付けられ、病気やけ
がをしたときに必要な保険給付が行
われ、生活を安定させる仕組みが取
られています。
　フルタイムで働く方などだけでな
く、一定の条件を満たすパートやア
ルバイトの方も社会保険の加入対象
となります。勤務先の健康保険への
加入については、職場の担当者や全
国健康保険協会へご相談ください。

◎各種問い合わせ先
▼健康保険に関すること＝全国健康保険協会東京支部☎０３・６８５３・６１１１
▼厚生年金に関すること＝武蔵野年金事務所☎０４２２・５６・１４１１
▼�労働基準・労災に関すること＝総合労働相談コーナー（三鷹労働基準
監督署内）☎０４２２・６７・６３４０
▼手続きに関すること＝保険年金課国保年金資格係☎０４２・４７０・７７３２
表　国民健康保険への加入・脱退手続き　必要書類

内容 必要書類 備考手続きにより必要なもの 共通して必要なもの

加
入
の
手
続
き

市内に転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書

〇世帯主および対象者のマイ
ナンバー確認書類（マイナン
バーカード等）と手続きする
方の身元確認書類（運転免許
証等）

〇別世帯の代理人が手続きす
る場合、委任状

※�住民票が同一世帯の方で既に国民
健康保険に加入している方がいる
場合には、その方のマイナンバー
確認書類（マイナンバーカード等）
も必要です。

勤務先の健康保険をやめたとき 勤務先の健康保険をやめた証明書
（資格喪失証明書等）

健康保険の被扶養者からはずれたとき 加入していた健康保険の被扶養者か
ら外れた証明書（資格喪失証明書）

国保の世帯に子どもが生まれたとき

被保険者証、母子健康手帳、分娩に
かかる領収証明書、直接支払制度利
用に関する合意文書、世帯主名義口
座番号のわかるもの

生活保護が廃止になったとき 生活保護受給証明書

脱
退
の
手
続
き

市から転出するとき 被保険者証
※�国保の資格がなくなってから国保
被保険者証を使用して医療を受け
た場合、東久留米市が医療機関へ
支払った医療費を返還していただ
くことになりますので、ご注意く
ださい。

勤務先の健康保険に入ったとき、また
は被扶養者になったとき

国民健康保険と勤務先の両方の被保
険者証（全員分）

被保険者が死亡したとき

被保険者証、喪主であることが確認
できるもの（会葬御礼のはがき等）、
葬儀代の領収証、喪主の口座番号が
分かるもの

生活保護の受給が開始されたとき 生活保護受給証明書

退職・就職したら国民健康保険の加入・脱退の手続きをしましょう
市n

都福祉保健
財団n

都福祉局�
n
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高
齢
者

・
福
祉

障
害
・
難
病
等 

啓
発
事
業
補
助
金

　
市
で
は
、
障
害
を
理
由
と
す

る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す

る
法
律（
障
害
者
差
別
解
消
法
）

に
基
づ
い
て
、
障
害
者
差
別
の

解
消
の
促
進
に
つ
な
が
る
啓
発

事
業
に
対
し
、
活
動
費
の
一
部

を
補
助
し
て
い
ま
す
。

e
障
害
者
、
難
病
患
者
な
ど
の

当
事
者
団
体
が
主
催
す
る
障
害
、

難
病
疾
患
等
の
啓
発
事
業

k
l
障
害
福
祉
課
管
理
係
☎
０４２

・
４
７
０
・
７
７
４
７
ま
た
は

o
０４２
・
４
７
５
・
８
１
８
１

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス

新
規（
４
月
～
９
月
） 

購
入
手
続
き

　
都
営
交
通
・
都
内
民
営
バ
ス

な
ど
が
利
用
で
き
る「
東
京
都

シ
ル
バ
ー
パ
ス
」を
購
入
で
き

ま
す
。

有
効
期
限
９
月
３０
日
㈪

e
都
内
に
住
所
を
有
す
る
満
７０

歳
以
上
の
方

g
次
の
通
り

①
住
民
税
が
課
税
の
方
＝
１
万

２
５
５
円（
４
月
～
９
月
の
申

し
込
み
は
有
効
期
間
が
半
年
の

た
め
、
満
額
２
万
５
１
０
円
の

半
額
で
す
）

②
住
民
税
が
非
課
税
の
方
＝
１

０
０
０
円

③
住
民
税
が
課
税
で
、
合
計
所

得
金
額
が
１
３
５
万
円
以
下
の

方
＝
１
０
０
０
円

必
要
書
類
本
人
確
認
書
類（
健

康
保
険
証
ま
た
は
運
転
免
許
証

な
ど
）。
た
だ
し
、
前
記
費
用

の
②
・
③
に
該
当
す
る
方
は
次

の（
ア
）～（
ウ
）の
い
ず
れ
か
１

点
も
追
加
で
必
要
で
す
。

（
ア
）「
介
護
保
険
料
額
決
定
通

知
書
兼
納
入
通
知
書
」の
所
得

段
階
区
分
欄
に「
第
一
段
階
～

第
六
段
階
」の
い
ず
れ
か
の
記

載
の
あ
る
も
の

（
イ
）住
民
税
課
税
証
明
書
ま
た

は
非
課
税
証
明
書

（
ウ
）生
活
保
護
受
給
証
明
書

i
▼（
ア
）は
再
発
行
で
き
ま
せ

ん
。
お
手
元
に
な
い
場
合
は
、

（
イ
）の
取
得
を
　
※
市
課
税
課

（
市
役
所
２
階
）ま
た
は
各
連
絡

所
で
取
得
可
▼（
ア
）（
イ
）は
、

６
年
度
の
書
類
が
発
行
さ
れ
る

ま
で
は
５
年
度
の
書
類
で
代
用

可
▼（
ウ
）は
４
月
１
日
以
降
に

発
行
さ
れ
、
生
活
扶
助
受
給
が

確
認
で
き
る
も
の
に
限
る
▼
介

護
保
険
料
の
改
定
の
た
め
、
７

月
頃
に
発
行
さ
れ
る
６
年
度
の

（
ア
）の
所
得
段
階
に
つ
い
て
は
、

別
途
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

k
必
要
書
類
を
用
意
の
上
、
最

寄
り
の
バ
ス
営
業
所
・
都
営
地

下
鉄
定
期
券
販
売
所
な
ど
の
シ

ル
バ
ー
パ
ス
発
行
窓
口
で

l
東
京
バ
ス
協
会
シ
ル
バ
ー
パ

ス
専
用
電
話
☎
０３
・
５
３
０
８

・
６
９
５
０（
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
午
前
９
時
～
午
後

５
時
）認

知
症
介
護
者
家
族
会 

　
認
知
症
の
方
を
介
護
す
る
ご

家
族
の
方
、
一
人
で
介
護
の
悩

み
を
か
か
え
て
い
ま
せ
ん
か
。

日
々
の
こ
と
や
心
配
ご
と
な
ど
、

気
軽
に
話
し
、
ほ
っ
と
で
き
る

場
所
と
し
て
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
４
月
は
東
部
・
西
部
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
主
催
で
す(

中
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

は
５
月
に
開
催
し
ま
す)

。
事

前
に
お
申
し
込
み
の
上
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

◎
東
部
地
域
に
お
住
ま
い
の
方

対
象
地
域
上
の
原
・
神
宝
町
・

金
山
町
・
氷
川
台
・
大
門
町
・

東
本
町
・
新
川
町
・
浅
間
町
・

小
山

a
b
４
月
１６
日
㈫
午
後
１
時
１５

分
～
２
時
半
。
東
部
地
域
セ
ン

タ
ー
会
議
室
２

k
l
東
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
０４２
・
４
２
８
・
７
７
８

８
ま
た
は
☎
０４２
・
４
７
３
・
９

９
９
６
へ

◎
西
部
地
域
に
お
住
ま
い
の
方

対
象
地
域
前
沢
四
・
五
丁
目
、

滝
山
・
下
里
・
柳
窪
・
野
火
止

・
八
幡
町
・
弥
生

a
b
４
月
１２
日
㈮
午
後
１
時
１５

分
～
２
時
半
。
西
部
地
域
セ
ン

タ
ー
第
２
講
習
室

k
l
西
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
０４２
・
４
７
２
・
０
６
６

１
乳
酸
飲
料
配
布
事
業
の

終
了
に
つ
い
て

　
こ
の
度
、
乳
酸
飲
料
配
布
事

業
に
つ
き
ま
し
て
、
受
託
事
業

者
と
協
議
の
結
果
、
６
年
３
月

２９
日
を
も
っ
て
終
了
い
た
し
ま

し
た
。
長
ら
く
の
ご
利
用
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

l
福
祉
総
務
課
高
齢
者
福
祉
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
４
９

住
環
境

正
し
い
救
急
車
の
利
用

方
法
を
知
ろ
う

　
救
急
車
の
出
場
件
数
が
、
９１

万
７
４
７
２
件（
前
年
比
４
万

５
３
７
１
件
増
）で
過
去
最
多

を
更
新
し
ま
し
た（
令
和
５
年

中
東
京
消
防
庁
管
内
速
報
値
）。

◎
救
急
車
の
適
正
利
用

　
救
急
出
場
件
数
が
多
く
な
る

と
救
急
車
の
到
着
時
間
が
遅
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
救
え
る
命
を

救
う
た
め
に
、
適
正
に
救
急
車

を
利
用
し
、
自
分
で
病
院
に
行

け
る
場
合
は
、
自
家
用
車
や
公

共
交
通
機
関
な
ど
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

◎
迷
っ
た
と
き
は
ど
う
す
る
の

　
病
院
へ
行
く
べ
き
か
、
救
急

車
を
呼
ぶ
べ
き
か
迷
っ
た
場
合

や
、
救
急
病
院
の
情
報
を
知
り

た
い
場
合
は
、
東
京
消
防
庁
救

急
相
談
セ
ン
タ
ー
☎
♯
７
１
１

９
ま
た
は
☎
０４２
・
５
２
１
・
２

３
２
３（
多
摩
地
区
）へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
相
談
医
療
チ
ー
ム

（
医
師
、
看
護
師
、
救
急
隊
経

験
者
な
ど
）が
２４
時
間
、
年
中

無
休
で
対
応
し
ま
す
。

l
東
久
留
米
消
防
署
救
急
係
☎

０４２
・
４
７
１
・
０
１
１
９（
内

線
３
８
０
）

障害者福祉事業
タクシー代・ガソリン費
の助成

表１　福祉タクシー事業・ガソリン費助成事業の対象・内容など
区分 福祉タクシー事業 ガソリン費助成事業

対象 ①身体障害者手帳１・２級（内部障害は３級）
②愛の手帳１・２度

助成内容 ６カ月間上限１万円 ３カ月間上限８，２５０円
（１ℓにつき５５円。１５０ℓまで）

請求方法 請求書に領収書・レシートを添付して提出
請求月 ４月・１０月 ４月・７月・１０月・１月

申請に
必要なもの

①身体障害者手帳または愛の手帳
②本人の口座が分かるもの
③車検証（ガソリン費助成申請の場合のみ）
　※登録車両は本人または同居親族の車両のみ。
④令和５年度課税（非課税）証明書（転入などで東久留米市で所得確認ができない方のみ）

　市では、市内在住で障害者手帳をお
持ちの方を対象に、タクシー代または
ガソリン費を助成しています。
ce右表 １参照
i所得制限があります（右表 ２参照）。
施設入所している方、入院している方
は受給できません
k直接障害福祉課（市役所 １階）で
l同課管理係☎０４２・４７０・７７４７または
o０４２・４７５・８１８１

表２　福祉タクシー事業・ガソリン費助成事業の所得制限限度額
扶養親族数 所得制限限度額 扶養親族数 所得制限限度額

０人 ４７３万５,０００円 ３人 ６０３万８,０００円
１人 ５１６万８,０００円 ４人 ６４７万３,０００円
２人 ５６０万３,０００円 ５人 ６９０万８,０００円

※扶養親族数６人以降は１人増すごとに４３万５,０００円を加算します。
※ガソリン費助成は世帯全員の所得確認が必要です。

◎無料耐震相談会について

◎ブロック塀の適正な維持管理について

表　耐震相談日時・会場
相談日時 会場

１ ４月１２日㈮

午後２時
〜４時

市役所１階
屋内ひろば

２ ６月１４日㈮
３ ８月９日㈮
４ １０月１１日㈮
５ １２月６日㈮
６ ７年２月１４日㈮

　以下の項目を点検し、１つでも不適合がある場合や分
からないことがあれば、無料相談会をご利用ください

□①塀の高さは、地面から２.２m以下か

□②塀の厚さは、１５cm以上※あるか
　※塀の高さが２m以下の場合は、１０cm以上

□③控え壁は（塀の高さが1.2ｍ超の場合）、
　長さ３.４m以下ごとに、高さの１/５以上
　突出しているものがあるか

□④基礎は、コンクリートの基礎が確認できるか

□⑤塀は、傾いたり、ひび割れしたりしていないか

チェックポイント

　市では、お住まいの耐震についての不安や疑問について相談できる無料の相談会を年 ６回実施して
います。無料耐震相談会は、相談者が持参した図面をもとに住宅の簡易診断などを専門家である建築
士がボランティアで行います。※ブロック塀に関する耐震相談も可能です。
ab右表の通り　　相談員東久留米建築設計協会会員　　g無料
h図面、建築確認申請書、間取り図などの家の構造・規模がわかるもの
i当日受け付けも可能ですが、お待ちいただく場合があります
k各相談日の前日までに電話で施設建設課へ　　l同課☎０４２・４７０・７７５６

　市では、小学校の通学路沿道のブロック塀につい
て調査を実施しています。びび割れや損傷等の変況
が確認できた所有者には直接伺って適正な維持管理
をお願いしています。お住まいにブロック塀がある
方は右図のチェックポイントを用いて安全点検をお
願いします。
　詳細は、「東京都耐震ポータル
サイト」をご覧ください。
l建築基準に関して＝都多摩建
築指導事務所建築指導第二課☎
０４２・４６４・００２０

ブロック塀の安全
点検等（東京都耐震
ポータルサイト）

お住まいの耐震性について相談を受け付けます

チェックポイントのイメージ
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

住環境高齢者・福祉



お
知
ら
せ

教
科
用
図
書
選
定
調
査

委
員
会
委
員
の
公
募

　
教
育
委
員
会
で
は
、
７
年
度

か
ら
市
立
中
学
校
で
使
用
す
る

教
科
用
図
書
を
採
択
す
る
た
め
、

「
教
科
用
図
書
選
定
調
査
委
員

会
」を
設
置
し
、
そ
の
委
員
を

公
募
し
ま
す
。

募
集
人
数
２
人（
応
募
多
数
の

場
合
は
抽
選
）

応
募
資
格
１８
歳
以
上
の
市
内
在

住
者
で
、「
市
民
公
募
に
関
す
る

要
領
」の
欠
格
事
項
に
該
当
し

な
い
方

k
４
月
８
日
㈪
～
１９
日
㈮
に

（
閉
庁
日
時
を
除
く
）、
指
導
室

（
市
役
所
６
階
）で
配
布
す
る
応

募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
応
募
す
る
本
人
が
直
接
持

参
し
て
く
だ
さ
い

l
指
導
室
指
導
係
☎
０４２
・
４
７

０
・
７
７
８
１

平
和
へ
の
想
い
を
込
め

た
千
羽
鶴
の
受
け
付
け

　
市
で
は
、
平
和
事
業
と
し
て
、

市
民
の
皆
さ
ん
が
平
和
へ
の
想

い
を
込
め
て
製
作
し
た
千
羽
鶴

を
年
間
を
通
し
て
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
今
年
は
６
月
１４
日
㈮

ま
で
に
い
た
だ
い
た
千
羽
鶴
を

７
月
上
旬
～
中
旬（
予
定
）に
市

役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ
ば
で
展
示

し
、
そ
の
後
、
製
作
者
の
希
望

に
よ
り
広
島
市（
平
和
記
念
公

園
）と
長
崎
市（
長
崎
原
爆
資
料

館
）に
届
け
ま
す
。

受
付
場
所
総
務
課（
市
役
所
４

階
）

i
千
羽
鶴
は
必
ず
糸
に
つ
な
が

れ
た
状
態
で
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
糸
に
つ
な
が
れ
て
い
な
い

折
り
鶴
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ

んj
折
り
紙
が
必
要
な
方
は
、
同

課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い（
数
に

限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了

承
く
だ
さ
い
）

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

１
４西

部
地
域
セ
ン
タ
ー
設

備
の
更
新
工
事
予
定

　
西
部
地
域
セ
ン
タ
ー
の
屋
上

に
あ
る
共
有
部
の
空
調
機
器
お

よ
び
多
目
的
ホ
ー
ル
舞
台
装
置

の
更
新
工
事
を
１１
月
～
７
年
３

月
末
ま
で
の
期
間
内
で
お
お
む

ね
１
カ
月
程
度（
予
定
）行
い
ま

す
。
工
事
期
間
中
は
、
多
目
的

ホ
ー
ル（
フ
ラ
ッ
ト
部
分
を
含

む
）の
貸
出
利
用
の
一
時
制
限

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
詳

細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
、

広
報
紙
お
よ
び
市
n
に
て
ご
案

内
し
ま
す
。

l
生
活
文
化
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
３
８

職
員
募
集

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

会
計
年
度
任
用
職
員

（
専
門
職
）

　
※
募
集
は
、
産
休
代
替
職
員

を
含
み
ま
す
。

任
用
期
間
任
用
の
日
～
７
年
３

月
３１
日（
７
年
４
月
１
日
以
降

は
、
再
度
任
用
の
場
合
あ
り
）

勤
務
時
間
月
１６
日
。
午
前
８
時

半
～
午
後
５
時
１５
分（
土
曜
日

勤
務
あ
り
）シ
フ
ト
制

勤
務
場
所
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ

ー（
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
２

階
）

勤
務
内
容
０
～
１８
歳
未
満
の
こ

ど
も
と
家
庭
に
関
す
る
総
合
相

談
・
児
童
虐
待
対
応
・
電
話
相

談
・
面
接
相
談
・
家
庭
訪
問
等

に
よ
る
個
別
援
助
業
務

募
集
人
数
若
干
名

報
酬
月
額
２６
万
５
９
０
円（
別

途
、
交
通
費
相
当
額
と
期
末
手

当
は
、市
の
規
定
に
よ
り
支
給
）

応
募
資
格
▼
福
祉
関
係
の
資
格

（
社
会
福
祉
士
、
精
神
保
健
福

祉
士
、
臨
床
心
理
士
、
公
認
心

理
師
、
保
健
師
、
助
産
師
、
看

護
師
、
幼
稚
園
教
諭
、
教
員
免

許　
養
護
教
諭
、
保
育
士
、
児

童
指
導
員
な
ど
）お
よ
び
普
通

運
転
免
許
を
有
し
て
い
る
方
▼

児
童
福
祉
や
母
子
保
健
に
関
す

る
相
談
業
務
や
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク

の
従
事
経
験
の
あ
る
方（
新
卒

不
可
）で
パ
ソ
コ
ン
の
入
力
が

で
き
る
方

応
募
書
類
▼
市
販
履
歴
書（
写

真
貼
付
）▼
資
格
証
明
書
の
写

し
▼
志
望
動
機
を
原
稿
用
紙
で

８
０
０
字
以
内
に
ま
と
め
た
小

論
文
▼
８４
円
切
手
を
貼
っ
た
返

信
用
封
筒

k
４
月
１９
日
㈮
ま
で
に（
閉
庁

日
時
を
除
く
）、
事
前
に
電
話

連
絡
の
上
、
応
募
書
類
を
直
接

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
こ
ど
も

支
援
係（
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ

ザ
）へ
持
参
を
。
書
類
選
考
後
、

面
接
の
上
決
定
。
な
お
、
提
出

さ
れ
た
書
類
な
ど
は
返
却
し
ま

せ
ん

l
同
係
☎
０４２
・
４
７
１
・
０
９

１
０

官
公
署

　
な
ど

令
和
６
年
度
地
域
の 

底
力
発
展
事
業
助
成

　
都
で
は
、
地
域
活
動
の
担
い

手
で
あ
る
町
会
・
自
治
会
が
主

催
し
て
行
う
地
域
の
課
題
を
解

決
す
る
た
め
の
取
り
組
み（
催

し
・
活
動
な
ど
）を
支
援
す
る

た
め
、
事
業
助
成
を
行
っ
て
い

ま
す
。

助
成
対
象
都
内
に
所
在
す
る
町

会
・
自
治
会

対
象
事
業
▼（
Ａ
）地
域
の
課
題

解
決
の
た
め
の
取
り
組
み
▼

（
Ｂ
）都
が
取
り
組
む
特
定
施
策

の
推
進
に
つ
な
が
る
取
り
組
み

５
区
分（「
防
災
・
節
電
活
動
」

「
子
ど
も・若
者
育
成
支
援
」「
高

齢
者
等
の
見
守
り
活
動
」「
防
犯

活
動
」「
多
文
化
共
生
社
会
づ
く

り
」）▼（
Ｂ

−

Ｓ
）都
が
緊
急
に

取
り
組
む
べ
き
特
定
施
策
の
推

進
に
つ
な
が
る
取
り
組
み（
デ

ジ
タ
ル
活
用
支
援
）▼（
Ｃ
）複

数
の
単
一
町
会
・
自
治
会
が
共

同
し
て
実
施
す
る
地
域
の
課
題

解
決
の
た
め
の
取
り
組
み
▼

（
Ｄ
）単
一
町
会
・
自
治
会
が
他

の
地
域
団
体
と
連
携
し
て
実
施

す
る
地
域
の
課
題
解
決
の
た
め

の
取
り
組
み

募
集
期
間（
事
前
相
談
期
間
）

４
月
１
日
㈪
～
５
月
１３
日
㈪
、

６
月
３
日
㈪
～
８
月
９
日
㈮
、

９
月
２
日
㈪
～
１０
月
１８
日
㈮

　
※
詳
細
は
都
生
活
文
化
ス
ポ

ー
ツ
局
n
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

k
l
同
局
都
民
生
活
部
地
域
活

動
推
進
課
☎
０３
・
５
３
８
８
・

３
１
６
６

同局n

社
会
福
祉
協
議
会 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た
い
個
人

・
団
体
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

応
援
を
求
め
て
い
る
個
人
・
団

体
を
つ
な
ぐ
中
間
支
援
組
織
で

す
。
活
動
場
所
の
提
供
や
各
種

養
成
講
座
・
講
演
会
を
通
し
た

啓
発
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
。

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
相
談
・
活
動

の
場
の
提
供

　
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た
い
」

「
こ
ん
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん

知
り
ま
せ
ん
か
」な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
相
談
を

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
特
技
を
活
か
し
た
活

動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
行
い
た

い
方
向
け
の
個
人
・
団
体
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
も
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

登
録
・
紹
介
ま
で
の
流
れ
①
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
し
た
い
内
容
の
相

談
②
登
録
カ
ー
ド
の
提
出
③
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
紹
介

登
録
数
個
人
登
録
６３
人
、
団
体

登
録
２４
団
体
。「
特
技
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
一
覧
」を
同
セ
ン
タ
ー
n

に
掲
載
し
て
い
ま
す

b
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
２
階

l
市
社
協
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
☎
０４２
・
４
７
５
・
０
７
３

９

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
」

「
行
事
保
険
」の
加
入
手

続
き（
６
年
度
版
）

　
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
」は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
中
の「
傷

害
保
険
」と「
賠
償
責
任
保
険
」

を
セ
ッ
ト
に
し
た
保
険
で
す
。

市
社
会
福
祉
協
議
会
ま
た
は
中

央
町
地
区
セ
ン
タ
ー
で
手
続
き

が
で
き
ま
す
。
５
年
度
に
加
入

し
た
同
保
険
は
、
６
年
３
月
末

日
で
補
償
期
間
が
終
了
し
ま
し

た
。
４
月
以
降
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、

新
た
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
他
に
も
、
市
民
活
動
団
体
の

主
催
行
事
を
対
象
と
し
た「
行

事
保
険
」「
行
事
保
険（
当
日
参

加
対
応
型
）」も
あ
り
ま
す
。
各

行
事
保
険
は
、
３
カ
月
先
の
末

日
開
催
の
行
事
ま
で
加
入
可
能

で
す
。

l
加
入
手
続
き
に
関
し
て
は
同

協
議
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ

ー
☎
０４２
・
４
７
５
・
０
７
３
９
、

補
償
内
容
な
ど
保
険
の
内
容
に

関
し
て
は
有
限
会
社
東
京
福
祉

企
画（
東
京
都
社
会
福
祉
協
議

会
指
定
保
険
代
理
店
）☎
０３
・

３
２
６
８
・
０
９
１
０同センターn

市 民 伝 言 板
会員募 集

◆東久留米市ターゲット・バードゴルフ協会＝a
毎週月曜・水曜・木曜日午前 ９時半〜午後 ０時半
他b白山公園他g会費年５,０００円jお気軽に体験
下さい。手ぶらでOK。貸しクラブあり。ミニゴ
ルフですl坂田☎０４２・４７３・５２４５
◆太極拳（わかばの会）＝a月 ３回。月曜日午前１０
時〜正午b西部地域センター他g入会金５００円、
会費月１,５００円j太極拳のゆったりと気持ちの良
い動きで、転倒予防と免疫力アップをl塩澤☎
０４２・４７２・９６８８
◆健康野球軍団・ブラックキャッツ＝a毎週木曜
日午前 ８ 時半〜正午b滝山球場g会費月１,０００円
他j暖春スポーツに快適なシーズン。今年は還暦
野球で楽しもう。健康維持だl佐藤☎０９０・８００６
・７８２３
◆料理（あしたの食卓）＝a月 ２回。第 １・第 ３水
曜日午前 ９時半〜午後 １時半他b西部地域センタ
ーg会費 １回７００円他j調味料代半期２,５００円。初
心者から経験者まで。６０歳以上の男女募集l菊池
☎０９０・６０４４・７９６３
◆寿社交ダンスクラブ＝a月 ２回。第 ２・第 ４土
曜日午前 ９時半〜１１時半他b中央町地区センター
g会費年２,５００円j初級程度の社交ダンス基本ス
テップ等練習。初めての方大歓迎。６０歳以上l横
山☎０９０・６５１６・１９０５
◆仙武館空手道教室（松濤館流）＝a毎週日曜日午
前１０時〜午後 ０ 時半他b南町小学校g入会金
５,０００円、会費月３,０００円他j小学生以上。体験入
門から始められて納得の上ご入会下さいl土居☎
０４２・４７５・９３７５
◆茶道（金茶会）＝a月 ２回。月曜日午前１０時〜正
午b生涯学習センターg会費月１,５００円j季節の
和菓子・お抹茶で茶道の稽古始めませんか。初心

者歓迎どなたでもl阿部☎０４２・４７７・０２３７
◆東久留米市囲碁連盟＝a月 １回。第 ４日曜日午
前 ９時半〜午後 ５時他b西部地域センター他g会
費 １ 回１,０００円j午前 ２ 局、午後 ２ 局、点数制で
増減します。賞ありl富村☎０４２・４７５・０４７９
◆ひばりグラウンドゴルフ同好会＝a毎週月曜・
水曜・金曜日午前１０時〜正午（雨天中止）b学園町
ゲートボール場g会費年２,４００円他j初心者から
経験者までの６０歳以上の男女募集。見学・体験可
l石川☎０９０・７９０３・４１３５
◆中国健康法普及協会＝a日曜以外の毎日午前 ９
時〜 ９ 時半他b滝山公園g入会金１,０００円、会費
年２,０００円j今年創立２５周年記念のお祝いをしま
す。初心者歓迎l今野☎０９０・９３３２・３２０５
◆東久留米パソコンクラブ＝a月 ３回。金曜日午
後 １ 時半〜 ３ 時半b生涯学習センターg会費月
１,０００円j初心者向けに、やさしい画像の編集を
パソコンで行います。パソコン持参l渋沢☎０８０
・１２５７・３８５７
◆滝山健康麻雀の会＝a毎週月曜日午後 １時〜 ４
時半b西部地域センターg入会金１,０００円、会費
月１,０００円j７０代歓迎。別途クラブ合宿あり。詳
しくは堂

どう

柿
がき

までl堂柿☎０９０・２５６１・４５０１
◆東久留米市ラジオ体操連盟＝a毎日午前 ６時１０
分〜 ７ 時（雨天中止）b滝山公園他g会費年１,２００
円j初心者歓迎。正しいラジオ体操、練功十八法
を身に付け健康維持l對

つしま

馬☎０４２・４７１・５７４２

催 し
◆講演「発声と免疫力」（早稲田大学東久留米稲門
会）＝a ４ 月２１日㈰午後 ２ 時〜 ３ 時半b成美教育
文化会館 １階ギャラリーj楽しく学ぶ発声と呼吸
法。講師は、（社）日本発声医学協会代表理事l大
矢☎０４２・４７５・８５３２
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